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就
学
援
助
制
度

学
校
管
理
課
・
☎
⑳
２
２
２
１

　

経
済
的
な
理
由
で
就
学
困
難
な
児

童
・
生
徒
に
ノ
ー
ト
や
筆
記
具
の
学

用
品
費
な
ど
の
一
部
を
援
助
し
ま
す
。

対
象　

市
内
に
住
所
が
あ
り
、
公
立

小
・
中
学
校
に
通
学
す
る
児
童
・
生

徒
の
保
護
者
で
、
経
済
的
に
困
窮
し

て
い
る
方

内
容　

学
用
品
費
、
修
学
旅
行
費
、

学
校
給
食
費
な
ど
の
一
部

申
込　

申
請
書
を
児
童
・
生
徒
の
在

籍
す
る
各
学
校

※
申
請
書
は
各
学
校
に
あ
り
ま
す
。

き
様
式
の
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
投
函

※
こ
の
ほ
か
学
生
を
除
く
50
歳
未
満

の
方
を
対
象
と
し
た
納
付
猶
予
な
ど

の
免
除
制
度
も
あ
り
。

●
詳
し
く
は
、
日
本
年
金
機
構
栃
木

年
金
事
務
所
☎
０
２
８
２
・
２
２
・

４
１
３
１

同
課（
教
育
庁
舎
３
階
）

※
書
類
に
よ
る
審
査
が
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の

学
生
納
付
特
例
制
度

保
険
年
金
課
・
☎
⑳
２
１
４
８

対
象　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
学
生
で
、
新
し
く
学
生
に

な
っ
た
方
、
前
年
度
申
請
し
な
か
っ

た
方
、
在
学
す
る
学
校
が
変
わ
っ
た

方
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
は
が
き
様

式
の
申
請
書
が
届
い
て
い
な
い
方

内
容　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

猶
予（
先
送
り
）さ
れ
る
制
度

申
請
方
法　

同
課（
本
庁
舎
１
階
・

窓
口
15
番
）ま
た
は
各
公
民
館（
織

姫
・
助
戸
を
除
く
）で
申
請

※
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

持
ち
物　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で

き
る
書
類
ま
た
は
年
金
手
帳
、
学
生

証（
両
面
を
コ
ピ
ー
）ま
た
は
在
学
証

明
書
、
印
鑑
、
会
社
な
ど
を
退
職
し

て
学
生
に
な
っ
た
場
合
は
雇
用
保
険

離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
代
理
人
が
申
請
す
る
と
き
は

代
理
人
の
運
転
免
許
証
か
健
康
保
険
証

▼
前
年
度
承
認
さ
れ
、
引
き
続
き
同

じ
学
校
に
在
学
し
て
い
る
方
は
…
日

本
年
金
機
構
か
ら
郵
送
さ
れ
た
は
が

緊
急
在
学
奨
学
金

教
育
総
務
課
・
☎
⑳
２
２
１
６

　

家
計
が
急
変
し
た
こ
と
に
よ
り
緊

急
に
奨
学
金
の
貸
与
が
必
要
に
な
っ

た
学
生
の
た
め
の
奨
学
金
で
す
。

内
容　

左
表
の
と
お
り

区　　分 貸与月額 返還（無利子）
高等学校
高等専門学校
専修学校
（高等課程）

15,000円

卒業後１年据え
置き、貸与年数
の２倍の期間内
に返還

大　　学
短期大学
専修学校
（専門課程）

30,000円

卒業後１年据え
置き、貸与総額を
15,000円で割っ
た月数内に返還

※各種学校、大学院などは除く。

応
募
資
格　

①
主
た
る
家
計
支
持
者

の
死
亡
、
疾
病
、
失
職
、
被
災
、
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、

家
計
に
著
し
い
影
響
を
受
け
て
い
て

②
保
護
者
の
住
所
が
市
内
に
１
年
以

上
あ
り
③
市
内
に
住
所
が
あ
っ
て
返

済
能
力
が
あ
る
連
帯
保
証
人
２
人（
１

人
は
保
護
者
）を
確
保
で
き
る
こ
と

申
込　

４
月
１
日
㈪
か
ら
２
０
２
０

年
２
月
12
日
㈬
ま
で
に
必
要
書
類
を

29 突然の月極駐車場の立ち退き

勤務先の近くで借りている月極駐車場
の管理会社から「駐車場の所有者が敷

地を売却したため明後日から使え
なくなる」と、突然連絡があった。
立ち退きに応じなければならない
のか。

新たな駐車場を探す必要があります

消費生活センター・☎ 73１２１１
平日午前９時～午後４時

　駐車場の賃貸借契約には借地借家法の適用がな
いため、賃貸住宅のような借主への手厚い保護は
ありません。このため、新たな所有者と賃貸借契
約を結ばない限り、借主は別の駐車場を探す必要
があります。ただし、これまでの関係から、管理
会社に次の駐車場を紹介してもらえないか相談し、
すぐに見つからない場合は見つかるまでの間の借
り賃を貸主に負担してもらえないか交渉する余地
はあります。
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Pick Up!

お
知
ら
せ

税

福 　

 

祉

募 　

 

集

子  

育  

て

健 　

 

康

働 　

 

く

講
座
・
教
室

イ
ベ
ン
ト

施 　

 

設

相 　

 

談

15

以
上
75
歳
未
満
の
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
、
要
支
援
１
以
上
の
方
、

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事

業
の
対
象
者

内
容　

医
療
保
険
適
用
外
の
施
術
を

受
け
る
料
金
の
一
部
を
助
成

助
成
額　

１
回
８
０
０
円
の
助
成
券

※
年
間
４
回
。

申
込　

そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
健
康
保

険
証
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
介
護
保

険
証
な
ど
を
持
っ
て
同
課（
本
庁
舎

１
階
16
番
窓
口
）ま
た
は
各
公
民
館

（
織
姫
・
助
戸
を
除
く
）

▽
介
護
保
険
料
率

＝
１
・
57
％
→
１
・
73
％

改
定
時
期　

４
月
納
付
分
か
ら

※
詳
し
く
は『
協
会
け
ん
ぽ
』ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

補
助
金
対
象
者
が
変
わ
り
ま
す

敬
老
事
業
補
助
金

元
気
高
齢
課
・
☎
⑳
２
１
５
３

　

市
内
各
地
域
で
行
わ
れ
る
敬
老
事

業
に
対
し
、
経
費
の
一
部
を
助
成
し

て
い
ま
す
が
、
今
年
度
か
ら
、
補
助

金
対
象
年
齢
を
次
の
と
お
り
引
き
上

げ
ま
す
。

補
助
金
対
象
年
齢

▽
２
０
１
９
年
＝
76
歳
以
上　

▽
２
０
２
０
年
＝
77
歳
以
上

▽
２
０
２
１
年
＝
78
歳
以
上

▽
２
０
２
２
年
＝
79
歳
以
上

▽
２
０
２
３
年
以
降
＝
80
歳
以
上

※
招
待
者
に
は
各
地
区
、
町
内
か
ら

連
絡
が
あ
り
ま
す
。

助
成
内
容
が
変
わ
り
ま
し
た

あ
ん
摩
な
ど
の
施
術
費
助
成

元
気
高
齢
課
・
☎
⑳
２
１
５
３

対
象　

75
歳
以
上
の
方
、
身
体
障
害

者
手
帳
の
１
級
・
２
級
の
方
、
65
歳

申
込　

出
産
予

定
日
の
６
カ

月
前
か
ら
同
課

（
本
庁
舎
１
階

15
番
窓
口
）ま

た
は
各
公
民
館

（
織
姫
・
助
戸
を
除
く
）

持
ち
物　

運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確

認
で
き
る
も
の
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

確
認
で
き
る
書
類
ま
た
は
年
金
手
帳
、

印
鑑
、
母
子
健
康
手
帳
な
ど
出
産
予

定
日
が
わ
か
る
書
類（
別
世
帯
の
子

の
場
合
は
、
出
産
証
明
書
な
ど
出
産

日
お
よ
び
親
子
関
係
が
確
認
で
き
る

書
類
）

●
詳
し
く
は
、
日
本
年
金
機
構
栃
木

年
金
事
務
所
☎
０
２
８
２
・
２
２
・

４
１
３
１

『
協
会
け
ん
ぽ
』の保険

料
率
改
定

全
国
健
康
保
険
協
会
栃
木
支
部

☎
０
２
８
・
６
１
６
・
１
６
９
２

　

中
小
企
業
な
ど
で
働
く
方
や
そ
の

家
族
が
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険

『
協
会
け
ん
ぽ
栃
木
支
部
』の
保
険
料

率
が
、
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

▽
健
康
保
険
料
率

＝
９
・
92
％
→
据
え
置
き

国
民
年
金
保
険
料
の

産
前
産
後
期
間
の
免
除
制
度

保
険
年
金
課
・
☎
⑳
２
１
４
８

　

４
月
か
ら
、
国
民
年
金
第
１
号
被

保
険
者
の
方
が
出
産
し
た
場
合
、
出

産
前
後
の
一
定
期
間
の
保
険
料
が
免

除
さ
れ
ま
す
。

免
除
期
間　

出
産
予
定
日
ま
た
は
出

産
日
が
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
４
カ

月
間（
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
３
カ

月
前
か
ら
６
カ
月
間
）

※
免
除
が
認
め
ら
れ
た
期
間
は
、
保

険
料
を
納
め
た
期
間
と
し
て
扱
わ
れ

ま
す
。

※
妊
娠
85
日（
12
週
）以
上
の
早
産
・

死
産
・
流
産
さ
れ
た
方
も
含
む
。

対
象
者　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
で
出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１
日

以
降
の
方

安足健康福祉センター・☎ 41５８９７
　家庭に自生した場合は、抜い
て処分してください。不正けし
を見かけたり、鑑別に迷ったと

きは同センター
にご連絡を。

▲ 花びらは薄紫色、
　葉の付け根は茎を
　巻き込むような形

ご協力ください

クリーン推進課
☎ 71４１９２

伝統行事など
の例外を除き、
野焼きはやめ
ましょう。

家庭ごみの野焼きは

法律で禁止
されています




